
徳島県行政財産（庁舎等）有償貸付契約書（案） 32号機
（売上料に係る貸付料方式）

貸付人 徳島県（以下「甲」という）と借受人 ○○ （以下「乙」という。）及び乙の連帯保証人

○○ （以下「丙」という。）とは、徳島県行政財産（庁舎等）について、次のとおり借地借家法（平

成３年法律第９０号）第３８条に規定する定期建物賃貸借契約を締結する。

（信義誠実の原則）

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

（庁舎等）

第２条 甲は、その所有する別紙記載の物件（以下「庁舎等」という。）を乙に貸し付け、乙は、これ

を借り受ける。

（使用目的）

第３条 乙は、庁舎等を、飲料自動販売機設置場所として使用するものとする。

（契約期間）

第４条 契約期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。

２ この契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新はしない。ただし、期間満了時に乙

以外に利用希望者がなく、かつ、甲が特段支障がないと認める場合には、甲及び乙は、協議の上、

この契約の期間満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約をすることができる。

３ 甲は、乙に対し、第１項に規定する期間の満了の１年前から６月前までの間（以下「通知期間」

という。）に、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。

４ 甲は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借の終了を乙に主張することができず、乙は、第

１項に規定する期間の満了後においても、庁舎等を引き続き賃借することができる。ただし、甲が

通知期間の経過後乙に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、そ

の通知の日から６月を経過した日に貸賃借は終了する。

（貸付料）

第５条 庁舎等の貸付料年額（以下「貸付料」という。）は、金１４，７１３円とする。

２ 前条第２項ただし書に定める場合の貸付料については、甲の定める貸付料算定基準に基づき算定

した貸付料年額によるものとする。

（貸付料の支払）

第６条 乙は、貸付料を、次に定めるところにより、甲の発行する納入通知書により納入期限内に甲

に支払わなければならない。

年度 納付金額（消費税及び地方消費税を含む。） 納入期限（納入期限が閉庁日の場合は翌開庁日とする。）

令和８年度 １４，７１３ 円 令和８年 ４ 月末日

令和９年度 １４，７１３ 円 令和９年 ４ 月末日

令和１０年度 １４，７１３ 円 令和１０年 ４ 月末日

令和１１年度 １４，７１３ 円 令和１１年 ４ 月末日

令和１２年度 １４，７１３ 円 令和１２年 ４ 月末日

（売上料に係る貸付料）

第７条 乙は、第３条の規定に基づき設置した飲料自動販売機の売上本数及び売上金額（消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、売上実績額から消費税等相当

額を除く額）を、４月から３か月ごとに取りまとめ、四半期最終月の翌月１０日までに、売上報告

書により甲に提出しなければならない。

２ 売上料に係る貸付料は、売上金額の○○パーセントに１００分の１１０を乗じた額とする。

３ 乙は、甲が第１項の売上報告書に基づき算出した売上料に係る貸付料を、四半期最終月の翌月末

（閉庁日の場合は翌開庁日とする。）までに、甲の発行する納入通知書により、甲に支払わなければ

ならない。

４ 甲は、乙が提出した売上報告書に疑義のあるときは、自ら調査し、乙に対して詳細な報告を求め



又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。

（延滞金）

第８条 乙は、前２条に定める納入期限までに貸付料を支払わなかったときは、当該納入期限の翌日

から支払った日までの期間の日数に応じ、当該貸付料に対し、年１４．５パーセントの割合（各年

の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２

項の規定に規定する平均貸付割合をいう。以下同じ。）に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。以下同じ。）が年７．２パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞

金特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合）で計算した金額を延滞金として甲

に支払わなければならない。ただし、当該延滞金の額が１，０００円未満であるときは、この限

りでない。

（貸付料の改定）

第９条 甲は、庁舎等の価額が著しく上昇したとき又は甲が庁舎等につき特別の費用を負担すること

となったときその他正当な理由があると認めるときは、乙に対して貸付料の増額を請求することが

できる。

（庁舎等の引渡し）

第１０条 甲は、貸付期間の初日に庁舎等を乙に引き渡すものとする。

（契約不適合）

第１１条 乙は、この契約締結後、庁舎等に面積の不足その他契約の内容に適合しないことを発見し

ても、貸付料の減免、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。

（用途指定）

第１２条 乙は、庁舎等を庁舎等貸受申請書に記載及び添付した利用計画及び事業計画に定めるとお

りの用途（以下「指定用途」という。）に自ら供さなければならない。

（庁舎等の保全義務等）

第１３条 乙は、善良な管理者としての注意をもって庁舎等の維持保全に努めなければならない。

２ 乙は、庁舎等の利用に伴い第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責めを負うものとし、甲

が乙に代わって賠償の責めを果たしたときは、乙に対して求償することができるものとする。

（転貸又は賃借権の譲渡）

第１４条 乙は、庁舎等の転貸又は賃借権の譲渡をしてはならない。ただし、第１２条による指定用

途に基づき庁舎等を利用する上で必要やむを得ない場合であって、庁舎等の用途又は目的を妨げず、

かつ、転貸又は賃借権の譲渡を受けようとする者が、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の４の規定、及び徳島県行政財産（庁舎等）貸付基準第３条の規定のいずれにも該当し

ない場合には、甲は転貸又は賃借権の譲渡を承認することができる。

２ 乙は、前項ただし書の場合の承認に係る申請をしようとするときは、別途甲が定める書類を添付

した上で、甲に対し書面により申請するものとする。

３ 第１項ただし書の場合においては、乙が連帯保証人となるものとする。

４ 第１項ただし書の規定に基づき賃借権の譲渡を承認する場合には、賃借権の譲受人は甲と乙との

間の契約（以下「原契約」という。）における乙の地位を承継するものとして取り扱い、貸付期間は

原契約における残期間とし、貸付料及び売上料に係る貸付料は原契約における金額とする。

（実地調査等）

第１５条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、乙に対し、その業務又は資産

の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができ

る。この場合において、乙は、調査等を拒み、妨げ、又は怠ってはならない。

（１）第６条に定める貸付料、又は第７条に定める売上料に係る貸付料の支払がないとき。

（２）前３条に定める義務に違反したとき。

（３）その他甲が必要と認めるとき。

（契約の解除）

第１６条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、催告することなく、直ちにこの契約を解

除することができる。

（１）庁舎等借受申請書に添付の誓約書に記載の(ｱ)から(ｸ)までのいずれかの事項に該当する等、



当該誓約書の内容に、契約を継続しがたい虚偽の事実があることが判明したとき。

（２）乙が第１２条の規定に違反して指定用途以外の用途に供した場合において、相当の期間を定

めて指定用途に供すべきことを求めたにもかかわらず、当該期間内に指定用途に供しないとき。

（３）乙が第１４条第１項の規定に違反して無断で転貸し、又は賃借権を譲渡したとき。

（４）乙がその他貸付契約に定める義務に違反した場合において、相当の期間を定めて是正を求め

たにもかかわらず、当該期間内に是正に応じないとき。

（５）乙が本契約の解除を申し出たとき。ただし、乙が本契約の解除を申し出るときは、解除しよ

うとする日の３か月前までに書面により行うものとする。

（６）乙が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しく暴力団員（同条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。）であるとき又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であ

るとき。

２ 貸付期間中に、庁舎等の一部又は全部について、甲、国又は他の地方公共団体その他公共団体に

おいて公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する必要が生じた場合は、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２３８条の５第４項の規定に基づき、この契約を解除することができる。

３ 甲は、前項の解除をするときは、解除する日の３か月前までに、乙にその旨を通知するよう努め

なければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

（庁舎等の返還）

第１７条 乙は、この契約が終了する日（甲が第４条第３項に規定する通知をしなかった場合におい

ては、同条第４項ただし書に規定する通知をした日から６月を経過した日）までに（前条第１項の

規定に基づきこの契約が解除された場合にあっては、直ちに）、甲の定める返還届書を甲に提出した

上で、庁舎等を明け渡さなければならない。

２ 前項の場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた庁舎等の損耗を除き、甲の指示により庁舎

等を原状に回復した上で、甲の検査を受けなければならない。ただし、甲の承諾を受けたときは、

この限りでない。

３ 返還後、乙が残置した物品については、その所有権を放棄したものとして、甲において、乙の負

担でこれを処分しても異議がないものとする。

４ 乙は、甲に対し、移転料、立退料等金銭上の請求その他の請求をすることができない。

（滅失等の通知）

第１８条 乙は、庁舎等の全部又は一部が滅失又は毀損した場合には、直ちに甲にその状況を通知し

なければならない。

（原状回復義務）

第１９条 乙は、その責めに帰すべき事由により庁舎等を滅失又は毀損した場合において、甲が要求

するときは、自己の負担において原状に回復しなければならない。

（違約金）

第２０条 乙は、第１２条ないし第１５条に定める義務に違反したとき又は第１６条第１項第５号の

規定により契約を解除したときは、違約金として貸付料の１割に相当する金額と第７条に定める売

上料に係る貸付料の月平均額に３．６を乗じて求めた額の合計額を甲に支払わなければならない。

２ 前項に規定する違約金は、違約罰であって、第２２条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈

しないものとする。

（貸付料の精算）

第２１条 甲は、第１６条第２項の規定によりこの契約を解除した場合には、未経過期間に係る貸付

料を返還するものとする。ただし、その額が１，０００円未満の場合は、この限りでない。

（損害賠償）

第２２条 乙は、その責めに帰すべき事由により庁舎等の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、

当該滅失又は毀損による庁舎等の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならな

い。ただし、第１９条の規定により当該庁舎等を原状に回復した場合は、この限りでない。

２ 前項に規定する場合のほか、乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

３ 甲が第１６条の規定によりこの契約を解除した場合において乙に損害が生じた場合であっても、



乙は、甲にその賠償を請求できないものとする。

（有益費等の請求権の放棄）

第２３条 乙は、貸付期間が満了した場合又は第１６条の規定によりこの契約を解除された場合にお

いて、庁舎等を返還するときは、乙が庁舎等に支出した必要費及び有益費等が現存している場合で

あっても、甲に対してその償還等の請求をすることができないものとする。

（費用負担）

第２４条 乙は、庁舎等の貸付けに伴う電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費（以下「諸

経費」という。）を、甲の発行する納入通知書により納入期限内に甲に支払わなければならない。

２ 乙が、前項の納入期限までに諸経費を支払わなかったときは、第８条の規定を準用して算定され

る金額を延滞金として甲に支払わなければならない。

３ 庁舎等を借り受けるに当たり必要となる一切の費用は、民法第６０６条第１項の規定にかかわら

ず、全て乙において負担するものとし、甲に対してその償還等の請求をすることができないものと

する。

※保証人が個人の場合

（連帯保証人）

第２５条 丙は、この契約を承認し、この契約による甲に対する乙の責務について、極度額１４，７

１３円の範囲内で乙と連帯してその履行の責めに任ずるものとする。

※保証人が法人の場合

（連帯保証人）

第２５条 丙は、この契約を承認し、この契約による甲に対する乙の責務について、乙と連帯してそ

の履行の責めに任ずるものとする。

（疑義等の決定）

第２６条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定め

るものとする。

（裁判管轄）

第２７条 この契約に関する訴訟は、徳島県庁の所在地を管轄する徳島地方裁判所に提訴するものと

する。

乙及び丙は、以上の各条項について、甲から書面の交付による説明を受けた上で、その内容に同意

した。そこで、この契約の締結を証するため、契約書３通を作成し、甲乙及び丙の３者記名押印の上、

各自その１通を保有するものとする。

令和 年 月 日

甲 徳 島 県

徳島県知事 後藤田 正純

乙 住所

氏名

丙 連帯保証人

住所

氏名


